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納
付
猶
予
制
度
の
対
象

年
齢
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
の
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
は
、　

歳
未
満
の
方
を

３０

対
象
と
し
て
、
経
済
的
な
理
由

な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
、
申
請
を
し
て

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
対

象
年
齢
が　
年
７
月
～　
年
６

２８

３７

月
の　
年
間
に
限
り　
歳
未
満

１０

５０

に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
申

請
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
世
帯

主
の
所
得
は
審
査
の
対
象
外
で

す
。
　
保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、「
も
し
も
」の
と

き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

家
屋
の
調
査
に
つ
い
て

　
　
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
・

２９
都
市
計
画
税
の
基
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、　

年
１
月
２

２８

日
～　
年
１
月
１
日
に
新
築
や
増

２９

築
を
し
た
家
屋
を
対
象
に
、
家
屋

調
査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
は
市
職
員
が
複
数
人
で
伺

い
、
所
有
者
の
立
ち
会
い
の
下
、

家
屋
の
外
回
り
と
内
部
の
間
取

り
・
使
用
資
材
な
ど
を
確
認
す
る

も
の
で
す
。
家
屋
調
査
を
行
う
と

き
は
、
事
前
に
文
書
で
連
絡
し
、

日
時
を
約
束
し
て
か
ら
伺
い
ま
す
。

家
屋
の
取
り
壊
し
・
増

築
の
際
に
は
ご
連
絡
を

　

建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
場
合
、
ま
た
は
建
物
を

増
築
し
た
場
合
に
は
、
登
記
・
未

登
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

土
地
の
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

土
地
の
利
用
状
況
を
調
査
す
る

た
め
、
市
職
員
が
市
内
全
域
を
自

転
車
で
巡
回
し
ま
す
。
調
査
の
実

施
期
間
は　
月
～　
月
頃
で
す
。

１０

１２

　
※
家
屋
・
土
地
と
も
に
、
調
査

時
に
は
市
職
員
が
「
固
定
資
産
評

価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま

す
。
　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）、土
地
資

産
税
係
（
内
線
２
３
３
８
・
２
３

３
９
・
２
３
４
１
）
へ
。

　
　
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
、

６５
　
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定
通

２８知
書
を
、
７
月　
日
（
火
）
に
送

１２

付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
天

引
き
と
な
る
方
と
、
指
定
さ
れ
た

納
期
限
ま
で
に
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
の
方
法
に
よ
り
各
自
で
納

め
る
方
が
い
ま
す
。
保
険
料
額
決

定
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
保

険
料
額
や
保
険
料
の
納
付
方
法
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、　

年
２７

度
か
ら
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
（
納
期
限
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
）。
ま
た
、日
中
に
外
出

す
る
こ
と
が
難
し
い
方
、
納
め
忘

れ
が
心
配
な
方
は
、
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
料
額
の
決
ま
り
方

　
　
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
額
は
、
市
全
体
の
介
護
保
険
の
サ

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
が 
賄 
え
る

ま
か
な

よ
う
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」
を

基
に
、
被
保
険
者
本
人
や
世
帯
員

の
前
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
算
出

さ
れ
ま
す
。
所
得
が
少
な
い
方
に

つ
い
て
は
、
保
険
料
の
負
担
が
生

活
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

低
い
保
険
料
額
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

◎
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　

介
護
保
険
制
度
は
、　

歳
以
上

６５

の
方
が
納
め
る
保
険
料
の
ほ
か
、

　
歳
～　
歳
の
方
が
公
的
医
療
保

４０

６４

険
の
保
険
料
と
併
せ
て
納
め
て
い

る
保
険
料
、
納
税
者
全
員
が
負
担

東
久
留
米
市
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会

長
田
菜
穂
美

　

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

同
じ
よ
う
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
社
会
を
願
い
、「
親
の
会（
知
的

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
の
親
の

会
）」は
、活
動
と
運
動
を
始
め
て

か
ら
約　
年
が
経
ち
ま
す
。

５０

　
知
的
障
が
い
の
あ
る
人
の
中
に

は
見
た
目
で
障
が
い
が
あ
る
と
分

か
り
づ
ら
い
場
合
が
あ
り
、
障
が

い
の
特
性
に
よ
る
そ
の
不
自
由
さ
、

生
き
に
く
さ
は
一
人
ひ
と
り
違
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
誤
解
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、
全
国
の

親
の
会
で
知
的
障
が
い
の
あ
る
人

を
知
っ
て
も
ら
う
冊
子
を
作
り
、

地
域
の
皆
さ
ん
に
配
布
す
る
活
動

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
ご

存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

文
化
・
言
語
・
国
籍
の
違
い
、
老

若
男
女
の
差
異
、
障
が
い
、
能
力

が
ど
う
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
人
が
利
用
可
能

で
あ
る
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
施
設
・

製
品
・
情
報
な
ど
工
夫
さ
れ
て
い

る
も
の
を
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で

発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
知

的
障
が
い
の
あ
る
人
に
と
っ
て
飲

食
店
の
写
真
付
き
メ
ニ
ュ
ー
や
交

通
機
関
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
、
絵
文
字

（
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
）
表
示
な
ど
は

便
利
と
実
感
す
る
物
の
一
例
で
す
。

　
暮
ら
し
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
知
的
障
が
い
の
あ
る
人
に
と

っ
て
生
き
に
く
さ
は
あ
り
ま
す
が
、

地
域
に
は
「
静
か
に
見
守
っ
て
く

だ
さ
る
」「
ゆ
っ
く
り
分
り
や
す
い

言
葉
で
話
し
て
く
だ
さ
る
」
な
ど
、

ち
ょ
っ
と
し
た
配
慮
を
し
て
く
だ

さ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
た

だ
、
一
方
で
は
「
心
の
バ
リ
ア
」

の
よ
う
な
も
の
を
空
気
で
感
じ
る

こ
と
も
ま
だ
あ
り
ま
す
。
障
害
者

差
別
解
消
法
の
施
行
を
機
に
こ
れ

ま
で
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
気
付
き
、
普
段
の
何
気
な
い
言

動
に
「
心
の
バ
リ
ア
」
は
な
い
だ

ろ
う
か
、
ど
ん
な
手
助
け
を
し
た

ら
よ
い
の
か
迷
っ
た
と
き
は
、「
何

か
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
か
」
と

声
を
掛
け
て
い
た
だ
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
合
理
的
配
慮
と
い
う
言
葉
は
難

し
い
の
で
す
が
、
本
人
に
と
っ
て

難
し
い
・
分
か
ら
な
い
と
い
う
場

面
に
配
慮
す
る
こ
と
で
、で
き
る・

分
か
っ
た
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
少
し
で
も
自
信
や
達
成

感
の
あ
る
社
会
参
加
が
で
き
る
こ

と
を
願
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
活
動

と
運
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

す
る
公
費
（
税
金
）
を
財
源
と
し

て
、
多
く
の
方
で
負
担
を
分
か
ち

合
う
こ
と
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
う
し
た
負
担
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
、
保
険
料
を
滞
納
し
た
方

に
は
、
そ
の
滞
納
の
期
間
に
応
じ

て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

際
の
保
険
給
付
に
一
定
の
制
限
を

設
け
る
措
置
（
自
己
負
担
の
割
合

の
引
き
上
げ
や
一
部
の
給
付
の
差

し
止
め
な
ど
）
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
介
護
保
険
は
介
護
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
に
、
誰
も
が
安
心
し
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
た
め
の

制
度
で
あ
り
、
介
護
を
受
け
る
本

人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
族
に
か

か
る
負
担
を
軽
く
す
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
期
内
納
付
に
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
８
１
８
へ
。

　
　
歳
以
上
の
介
護
保
険
の
被
保

６５
険
者
で
、
要
介
護
（
支
援
）
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
に
交
付
し
て

い
る
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

が
、
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て

一
斉
更
新
と
な
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
使
用
す

る
新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合

証
」
は
、
７
月
末
ま
で
に
郵
送
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た

負
担
割
合
証
は
「
黄
色
」
で
し
た

が
、
新
し
い
負
担
割
合
証
は
「
水

色
」
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
（
月
）
以
降
に
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
は
必
ず

「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
（
緑

色
）」
と
と
も
に
、
新
し
い
「
介
護

保
険
負
担
割
合
証
」
を
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
（
月
）
以
降
に
、
古

い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
で

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
、
差
額
分
の
納
付
や
払
い
戻

し
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

【
交
付
対
象
】要
介
護（
支
援
）認

定
を
受
け
た
方

　

【
交
付
時
期
】原
則
年
１
回（
８

月
１
日
）。
た
だ
し
、住
民
税
の
所

得
更
正
な
ど
に
よ
り
負
担
割
合
が

変
更
に
な
っ
た
方
や
、
新
た
に
要

介
護
（
支
援
）
認
定
を
受
け
た
方

に
は
、
随
時
交
付
し
ま
す

　

【
適
用
期
間
】８
月
１
日（
新
た

に
認
定
を
受
け
た
方
は
申
請
日
）

～
翌
年
の
７
月　
日
３１

◎
利
用
者
負
担
の
割
合
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
際
の
利
用
者
負
担
は
、
前
年

の
所
得
金
額
に
応
じ
、
２
割
ま
た

は
１
割
に
な
り
ま
す
。

　

【
２
割
と
な
る
方
】本
人
の
前
年

の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円

以
上
の
方
（
た
だ
し
、
本
人
の
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万

円
以
上
の
方
で
も
、
年
金
収
入
と

そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計

が
単
身
世
帯
で
２
８
０
万
円
未
満
、

　
歳
以
上
の
方
が
２
人
以
上
の
世

６５帯
で
３
４
６
万
円
未
満
の
方
は
１

割
負
担
と
な
り
ま
す
）

　

【
１
割
と
な
る
方
】前
記
以
外
の

方◎
介
護
保
険
被
保
険
者
証
や
負
担

割
合
証
を
紛
失
・
汚
損
し
た
と
き

　

申
請
に
よ
り
、
郵
送
ま
た
は
介

護
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
で
再

交
付
し
ま
す
。
な
お
、
同
課
で
直

接
再
交
付
証
を
受
け
取
る
場
合
は
、

次
の
①
と
②
が
必
要
で
す
。

　
①
本
人
確
認
が
で
き
る
身
元
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ

ー
ト
な
ど
）

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

が
確
認
で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
４
７

０・７
７
５
０
ま
た
は
☎
４
７
０・

７
８
１
８
へ
。

個
人
情
報
保
護
制
度
の 

運

用

状

況

　

市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
年
度
の
運
用
状
況
は
、
次
の
通

２７り
で
す
。

　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
処
理

状
況
は
、　

件
中
、
開
示
決
定
４

１７

件
、
一
部
開
示
決
定
７
件
、
非
開

示
決
定
１
件
、
不
存
在
３
件
、
取

高
額
介
護
（
介
護
予
防
） 

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

　

１
カ
月
に
利
用
し
た
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
自
己
負
担
額
（
以
下
「
利

用
者
負
担
額
」）が
一
定
の
上
限
を

超
え
た
場
合
は
、超
え
た
額
が「
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
給

付
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
場
合
、

新
規
の
方
に
は
「
支
給
申
請
書
」、

継
続
の
方
に
は
「
支
給
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
※
同
一
世
帯
に
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
が
複
数
い
る
場
合
は
、
利

用
者
負
担
額
を
合
計
し
て
、
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
ま
す
。

◎
利
用
者
負
担
額

　

所
得
段
階
に
応
じ
て
上
限
額

（
所
得
区
分
）
を
設
け
て
い
ま
す
。

所
得
区
分
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
、

当
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
（
市

民
税・都
民
税
納
税
通
知
書
の「
課

税
標
準
額
」）と
世
帯
構
成
の
状
況

か
ら
判
定
し
ま
す
。

　
所
得
区
分
は
、
住
民
税
課
税
世

帯
が
「
区
分
５
」
ま
た
は
「
区
分

４
」、非
課
税
世
帯
が「
区
分
３
～

区
分
１
」で
構
成
さ
れ
、「
区
分
５
」

（
同
一
世
帯
内
に　
歳
以
上
〈
第

６５

１
号
被
保
険
者
〉
で
課
税
所
得
１

４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る
場

合
）
の
上
限
額
は
、
４
万
４
４
０

０
円
で
す
。

介
護
保
険
基
準
収
入
額

適

用

申

請

　

「
区
分
５
」（
上
限
額
４
万
４
４

０
０
円
）
と
判
定
さ
れ
た
方
で
も
、

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、「
介
護
保
険
基
準
収
入

額
適
用
」
を
申
請
し
適
用
さ
れ
る

と
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
「
区
分

４
」（
上
限
額
３
万
７
２
０
０
円
）

に
変
更
さ
れ
ま
す
。

◎
基
準
収
入
額
適
用
の
判
定
条
件

　

①
同
一
世
帯
に　
歳
以
上
の
被

６５

保
険
者
が
複
数
人
の
場
合
＝
収
入

額
の
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満

　

②
同
一
世
帯
に　
歳
以
上
の
被

６５

保
険
者
が
１
人
の
場
合
＝
収
入
額

が
３
８
３
万
円
未
満

　

※
「
収
入
額
」
は
、
前
年
の
収

入
で
必
要
経
費
や
公
的
年
金
控
除

な
ど
を
差
し
引
く
前
の
金
額
で
す
。

◎
「
介
護
保
険
基
準
収
入
額
適
用

申
請
書
」
を
送
付
し
ま
す

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

「
介
護
保
険
基
準
収
入
額
適
用
申

請
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
申
請
書

が
届
い
た
方
は
、
７
月
中
に
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
介
護
福
祉

課
（
市
役
所
１
階
）
に
必
ず
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
適
用
さ
れ
た
場

合
は
、
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
の

利
用
者
負
担
限
度
額
の
所
得
区
分

が
、「
区
分
５
」
か
ら
「
区
分
４
」

に
変
更
さ
れ
ま
す
。
判
定
結
果
は

別
途
送
付
す
る
通
知
書
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
※
新
た
に
要
介
護
認
定
の
申
請

を
す
る
方
は
、
随
時
、
こ
の
適
用

申
請
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

【
ご
注
意
】「
医
療
保
険
制
度
の

申
請
」
と
は
、
世
帯
員
の
範
囲
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
「
介
護

保
険
制
度
の
申
請
」
を
行
っ
て
く

だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

り
下
げ
２
件
で
し
た
。
訂
正
請
求

の
処
理
状
況
は
、
３
件
中
、
棄
却

１
件
、
認
容
決
定
２
件
で
し
た
。

利
用
中
止
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、
異
議
申
し
立
て
は

２
件
あ
り
、
却
下
１
件
の
決
定
を

し
ま
し
た
。

情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て
い
ま
す
。　

年
度
の
利

２７

用
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
処
理
状

況
は
、　

件
中
、
開
示
決
定　
件
、

６５

２１

一
部
開
示
決
定　
件
、
非
開
示
決

３３

定
１
件
、
不
存
在
４
件
、
取
り
下

げ
６
件
で
し
た
。
ま
た
、
異
議
申

し
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
詳
し
く
は
総
務
課
法
務
・
文
書

担
当
☎
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　

年
度
介
護
保
険
料

年
度
介
護
保
険
料
額額

２８２８決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
すす

介
護
サ
ー
ビ
ス
費

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
のの

自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
と

自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
と
きき

固固固固固固固固固固
定定定定定定定定定定
資資資資資資資資資資
産産産産産産産産産産
税税税税税税税税税税

固
定
資
産
税
ののののののののののの

現現現現現現現現現現
況況況況況況況況況況
調調調調調調調調調調
査査査査査査査査査査
にににににににににに
ごごごごごごごごごご
協協協協協協協協協協
力力力力力力力力力力

現
況
調
査
に
ご
協
力
ををををををををををを

　

年
度
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
と

２７情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

送
付
し
ま
す

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険
負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担
割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
を

新
し
い

（第３回）

障
害
な
ど
の
当
事
者
が
考
え
る

差
別
・
配
慮
に
つ
い
て


